
該当団体数19 19 19 19 18 1 14 11 7 17 16 10 0 0 4 4 8 1 5 3 0 1 3 3

石川県 金沢市 教育総務課 076-220-2477 kyouiku_s@city.kanazawa.lg.jp http://www4.city.kanazawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ 新入学児童健康診断開催時に、制度周知のチラシを配布 ○

石川県 七尾市 教育総務課 0767-53-8435 kyouiku-soumu@city.nanao.lg.jp http://www.city.nanao.lg.jp
https://www.facebook.com
/nanaocity ○ ○ ○ ○ ○ ○ 民法ラジオ（ラジオななお）でPR ○ ○

新入学準備費の申請のみ、年長児の保護者宛に教育委員会から
郵送

石川県 小松市 教育委員会事務局　学校教育課 0761-24-8122 gakkou@city.komatsu.lg.jp http://www.city.komatsu.lg.jp/8465.htm#enio ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川県 輪島市 輪島市教育委員会　学校教育課 0768-23-1171 gakkou@city.wajima.lg.jp http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2013032700129/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川県 珠洲市 教育委員会事務局 0768-82-7816 gakkou@city.suzu.lg.jp ○ ○ ○ ○ 入学前の学校説明会の際に制度案内を配布 ○ ○
家庭の事情に変更があった児童生徒の保護者に対して個別に学
校から案内・申請書を配布

石川県 加賀市 教育委員会事務局　学校指導課 0716-72-7975  shidou@city.kaga.lg.jp
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/kyouikuiinkai/shidou/shyuu
gakujyoseihi.html ○ ○ ○ ○ ○

石川県 羽咋市 羽咋市教育委員会学校教育課 0767-22-7131 gakkou@city.hakui.lg.jp http://www.city.hakui.lg.jp/sypher/www/index.jsp ○ ○ ○ ○ ○

石川県 かほく市
かほく市教育委員会事務局　学校
教育課 076-283-7136 gakkou@city.kahoku.lg.jp

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/101/003/005/i
ndex_5217.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川県 白山市 教育委員会事務局学校教育課 076-274-9571 gakkou@city.hakusan.lg.jp
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/kyouiku/gakkoukyouiku
/syuugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川県 能美市 能美市教育委員会学校教育課 0761-58-2271 gakko-ed@city.nomi.lg.jp http://www.city.nomi.ishikawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
当該年度の認定者に年度末の3月に翌年度の説明文と申請書を教
育委員会から郵送している。 ○

・当該年度の認定者に年度末の3月に制度説明文と翌年度の申請
書を教育委員会から郵送している。
・4月はじめに各学校から全児童生徒に制度説明文を配布してもら
い、希望者には学校から申請書を配布している。

石川県 野々市市 教育文化部教育総務課 076-227-6113 kyouiku_soumu@city.nonoichi.lg.jp http://www.city.nonoichi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川県 川北町 川北町教育委員会　学校教育課 076-277-1111（代） a-tsuchida@town.kawakita.lg.jp http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/ ○ ○ ○

石川県 津幡町 津幡町教育委員会学校教育課 076-288-6700 gakkoukyouiku@town.tsubata.lg.jp
http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/gakkoukyouiku
/shochu_syuugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○

石川県 内灘町 内灘町教育委員会学校教育課 076-286-6717 gakkoukyoiku@town.uchinada.lg.jp http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/index.jsp ○ ○ ○

石川県 志賀町 志賀町教育委員会　学校教育課 0767-32-9116 gakko-kyoiku@town.shika.lg.jp http://www.town.shika.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

石川県 宝達志水町 学校教育課 0767-29-8300 kyoiku@town.hodatsushimizu.lg.jp http://www.hodatsushimizu.jp/ ○ ○ ○

石川県 中能登町
中能登町教育委員会　教育文化
課 0767-76-2808 kyouikubunka@town.nakanoto.lg.jp http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/ ○ ○ ○ ○

石川県 穴水町 穴水町教育委員会事務局 0768-52-3710（直通） lg-kyouiku1＠town.anamizu.lg.jp http://www.town.anamizu.ishikawa.jp ○ ○ ○ ○ ○

石川県 能登町 能登町教育委員会事務局 0768-72-2509 kyouikuiinkai@town.noto.lg.jp
http://www.town.noto.lg.jp/www/service/detail.jsp?common_
id=8113 ○ ○ ○ ○ ○

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施

ケ．その
他（内容
を１，（２）
に記入)

ア．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保

護者に申
請書を配

付

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしくは
保護者に
申請書を

配付

オ．制度
案内等は
行わず、
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

付

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配付

キ．その
他（内容
を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）



該当団体数19

石川県 金沢市

石川県 七尾市

石川県 小松市

石川県 輪島市

石川県 珠洲市

石川県 加賀市

石川県 羽咋市

石川県 かほく市

石川県 白山市

石川県 能美市

石川県 野々市市

石川県 川北町

石川県 津幡町

石川県 内灘町

石川県 志賀町

石川県 宝達志水町

石川県 中能登町

石川県 穴水町

石川県 能登町

①都道府県②市町村

課税所得
等の分類

基準額の
時期

14 14 13 14 14 15 9 4 13 14 5 5 6 9 8 0 8 0 4 16 16 16 16 0 0 4 14 19

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 334
【課税所得等の分類】総所得額
【基準額の時期】平成25年の生保基準 20%未満

○ 1.3 課税所得 その他 309 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 325

【課税所得等の分類】総所得額から社会保険料・生命保険料・損害保険料控除を差し引いた
額
【基準額の時期】平成24年12月末 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯ ○ 1.3 課税所得 その他 326 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ 1.3 課税所得 その他 298 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 322 【基準額の時期】平成２４年１２月末の生保基準 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 320 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 316 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 309 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他経済的にお困りの方 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 309
保護者等が災害、事故、疾病等によりその世帯の生計に著しい変化を生じ、生活が困難と
認められる者

（２）の基準根拠について
【課税所得等の分類】合計所得金額
【基準額の時期】生活保護基準は平成25年８月１日改正前の基準を採用している 15%未満

○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 306 【基準額の時期】４年前の年度（平成２５年１１月１日時点） 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.3 課税所得 前年度 305 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 254 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 320 【基準額の時期】平成２４年１２月末 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 294 教育委員会が特に就学援助の必要があると認めたもの。 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ 同一世帯総所得額２００万円以下 5%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 307 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免
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石川県 金沢市

石川県 七尾市

石川県 小松市

石川県 輪島市

石川県 珠洲市

石川県 加賀市

石川県 羽咋市

石川県 かほく市

石川県 白山市

石川県 能美市

石川県 野々市市

石川県 川北町

石川県 津幡町

石川県 内灘町

石川県 志賀町

石川県 宝達志水町

石川県 中能登町

石川県 穴水町

石川県 能登町

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 2 3 2 18 18 0 0 0 0 2 2 2 18 17 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 5 5 5 3 2 0 13

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 68,459 ○ 58,661

○ 12,500 ○ 15,000 ・修学旅行費は、小学校で修学旅行を行わないため支給対象費目ではない。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 2,060 1,503
・新入学児童生徒学用品費等はＨ29執行見込額
・支給平均額は、Ｈ28実績より記入ー

○ 10,270 ○ 40,600 ○ ○ 18,000 9,979

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 18,400 10,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 35,000 通学費は実績なし

○ 11,100 ○ 19,900 ・通学費と修学旅行費は支給対象費目ではない。

○ 11,420 ○ 40,600 小学校の修学旅行を実施していないため支給対象費目ではない。

○ 11,420 ○ 40,600
修学旅行費は支給対象費目ではない。
「支給平均額」欄については、28年度の実績額により記入

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 13,000 修学旅行費及び学校給食費は平成29年度当初予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0
・支給平均額は28年度の実績額により記入した。
・修学旅行費は実績なし。

○ 14,780 ○ 19,900 ○ 11,000

○ 14,780 ○ 40,600
・学用品費：学用品支給額全体に占める割合は1年（12,610円）が18.8％、2～6年（14,780円）が81.2％。
・修学旅行費：小学校については支給費目ではない。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 6,000 6,000

○ 11,100 ○ 19,900 ・小学校では修学旅行を実施していないため修学旅行費は支給費目ではない。

○ 8,880 ○ 17,910 小学校の修学旅行費は実施なし

○ 11,100 ○ 19,900 修学旅行費は支給対象費目ではない。

○ 11,100 ○ 19,900 ○ 9,000 3,637

○ 11,420 ○ 40,600 修学旅行費は支給対象費目ではない。

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数19

石川県 金沢市
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（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 2 2 2 18 17 0 0 0 0 2 2 2 18 17 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 11 11 11 6 5 0 8

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 80,000 ○ 58,380

○ 22,000 ○ 20,000 ○ 35,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 41,140 41,140
・新入学児童生徒学用品費等はＨ29執行見込額
・支給平均額は、Ｈ28実績より記入

○ 20,080 ○ 47,400 ○ ○ 70,000 69,984

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 47,000 47,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 35,000 通学費は実績なし

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 0 ○ 50,000 50,000 通学費は支給実績なし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 56,595 ・「支給平均額」欄については、28年度の実績額により記入

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 55,000 修学旅行費は平成29年度当初予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 54,260 支給平均額は28年度の実績額により記入した。

○ 26,050 ○ 22,900 ○ 46,000

○ 26,050 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590
・学用品費：学用品支給額全体に占める割合は1年（23,880円）が28.5％、2,3年（26,050円）が71.5％。
・修学旅行費：平成29年度予算に計上した単価。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 50,000 50,000

○ 17,360 ○ 20,610 ○ 52,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 50,000 50,000 　

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 80,000 78,561

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）
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石川県 金沢市

石川県 七尾市

石川県 小松市

石川県 輪島市

石川県 珠洲市

石川県 加賀市

石川県 羽咋市

石川県 かほく市

石川県 白山市

石川県 能美市

石川県 野々市市

石川県 川北町

石川県 津幡町

石川県 内灘町

石川県 志賀町

石川県 宝達志水町

石川県 中能登町

石川県 穴水町

石川県 能登町

①都道府県②市町村

自由記載欄

14 5 5 1

○

○ 希望する生徒への制服・体操服のリサイクルなど

○

○

○

○ 一部の学校では、制服バザー等によりリサイクルを行っている。

○

○ 希望する児童・生徒への制服・体操服のリサイクル

○ 平成２７年度新入学児童生徒より、就学援助と同一の基準で「入学支度金支援事業」を開始している。

○ 全ての学校ではないが、制服や体操服のバザーを行っている。

○

○

○

○

○

○

○

○ 制服、学用品のリサイクル

○

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組


